
幼稚園、認可保育園、認定こども園を利用する３歳から５歳までの利用者負担額（保育料）が無償化され０円になります。
　
　対象　　満３歳になった後の４月１日から小学校入学前まで　（教育１号認定の場合のみ、３歳の誕生日の前日から）
　　　　　０歳から２歳までの町民税非課税世帯
　　　　　※４月分から８月分までの保育料については前年度分、９月分から３月分までの保育料は当年度分の町民税課税状況により判定します。

　対象外　２号認定：副食費（おかず・おやつ代）
　　　　　実費として徴収されている費用（通園送迎費・日用品・食材料費・行事費など）

　免除　　町民税所得割額が、57,700円未満（軽減世帯77,101円未満）の世帯の副食費
　　　　　保育料が無償化されている第３子以降の副食費　
　　　　　※認可外保育施設等の副食費の免除措置はありません。

施設に入所を申込む場合は、教育・保育認定を受ける必要があります。
保育の必要性の認定を受けた場合、認可外保育施設等に支払った利用料（保育料）について給付を受けることができます。

　

＊保育の必要性の認定を受けていない場合は、無償化の対象外です。
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認定区分 認定の基準

１号認定
（教育標準時間認定）

満３歳以上
学校教育のみを希望し、保育の必要性がない

２号認定
（保育認定）

満３歳以上

保育の必要性があり、保育を希望する

３号認定
（保育認定）

満３歳未満
保育の必要性があり、保育を希望する

教育・保育の認定　 ●３歳～５歳

幼稚園
認定こども園
認可保育園

幼稚園の
預かり保育

認可外保育施
設等

無償化

預かり保育料を
給付

月額37,000円
まで給付

（新２号認定）

（１号認定）
（２号認定）

・３歳未満の非課税世帯については、無償化の対象です。

　（認可外保育施設等の場合、月額42,000円まで給付）

　１．入所の流れ（４月入所のケース）

　●　新年度の教育標準時間認定（１号）を受ける場合の入所の流れ

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

申請書配布

入所申込の受付

（各施設にて）

認定証交付 1日入園 入園説明会

入所

　　●　新年度の保育認定（2・3号）を受ける場合の入所の流れ

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

申請書配布

入所申込の受付

入所審査・面接

入所

認定証交付

入園決定

※新年度申込の詳細は毎年10月・11月の町広報紙で案内します。
※育児休業等により翌年度途中からの入所を希望する場合も11月中に申し込みを受け付けています。
※翌年度中に町外の施設の利用を希望する場合は、11月中に役場子育て支援課にご相談ください。
※必要に応じて随時申し込みを受け付けていますので、申請は各施設又は役場子育て支援課までご相談ください。　　　　
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《令和7年度保育基準額》

入所児童の世帯の階層区分 利用者負担（保育料）

階層区分 町民税所得割額
０歳児 １・２歳児

標準時間 短時間 標準時間 短時間

第１階層 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円

第２階層 町民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円

第３階層 48,600円未満 19,500円 19,300円 19,500円 19,300円

【9,000円】 【9,000円】 【9,000円】 【9,000円】

第４階層 57,700円未満 30,000円 29,600円 30,000円 29,600円

77,101円未満
※【軽減有】世帯のみ

【9,000円】 【9,000円】 【9,000円】 【9,000円】

97,000円未満 30,000円 29,600円 30,000円 29,600円

第５階層 169,000円未満 44,500円 43,900円 44,500円 43,900円

第６階層 301,000円未満 61,000円 60,100円 61,000円 60,100円

第７階層 397,000円未満 80,000円 78,800円 80,000円 78,800円

第８階層 397,000円以上 104,000円 102,400円 104,000円 102,400円

●保育施設（認可保育所・地域型保育事業所）３号認定の利用者負担［保育料］月額表　（令和7年4月～8月）

2．申し込み方法について

１号認定 ２号認定 ３号認定

年齢 満３歳以上 満３歳以上 満３歳未満

対象施設 計根別幼稚園
愛光幼稚園・カトリック幼稚園
ひかり幼稚園・第２ひかり幼稚園

町立中標津保育園・中標津泉保育園
愛光幼稚園・カトリック幼稚園
ひかり幼稚園・第２ひかり幼稚園

町立中標津保育園・中標津泉保育園
小規模保育施設くるり中標津
こども園かぽの・町立計根別家庭的保育所

入所要件
（いずれかに
該当すること
が必要）

特になし
※先着順の園もあります。

□就労（月60時間以上）　　□虐待やDVの恐れがある
□妊娠・出産（産前：８週間　産後：出産した日から数えて８週間が経過する日の
　翌日が属する月末まで）
□同居又は長期入院している親族などの介護・看護
□保護者の疾病、障害　　　□求職活動又は起業の準備（３ヶ月以内）
□災害復旧　　　　　　　　□就学（職業訓練校等による職業訓練を含む）
□育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
□その他、上記に類する状態として町長が認める場合

※申し込みが定員を超えた場合は、優先度が高いお子さんから入所を決定します。　
（先着順ではありません）

申込み先 幼稚園または認定こども園 役場子育て支援課保育給付係（④窓口）

受付期間 前年度11月上旬 前年度11月上旬～11月下旬まで（土・日・祝日を除く）

受付時間 各園の開所時間による 午前８時３０分～午後５時１５分

提出書類 □教育・保育認定申請書
□その他各園指定書類（園で配布）

【共通】　　□教育・保育認定申請書
　　　　　　□個人番号確認書類及び本人確認書類（申請保護者1名分）
　　　　　　□就労証明書等（保護者全員分）、入所要件を証明する書類　※1
　　　　　　（就労以外の要件に該当する方は役場へご相談ください。）

【保育所】　□保育所入所申込書（役場で配布）

【幼稚園型認定こども園・地域型保育事業所】□その他各園指定書類（園で配布）

その他 ※１　入所希望期間中に雇用されていることが確認できる就労証明書が必要です。申し込み時に発行できない場合は、
　　　２月の面接時に確認させていただきます。現在就労していない方は、就労後の提出になります。
※　　３歳到達による３号認定から２号認定への変更は、改めて申請書を提出する必要はありません。
※　　住所・氏名・保護者・就労状況等に変更があった場合には、届出が必要になります。
※　　第１希望の園にあわせてお申込みください。利用定員を超え第２希望の園に入所となる時は、その園と認定区分
　　　によって不足する必要書類を提出していただきます。

※上記の受付期間に関わらず申請を受け付けていますが、新年度に向けての入所決定は、受付期間内に申し込まれた方を優先します。　　　

※【　】内は、配偶者のない者・障害者の
　いる世帯など（軽減世帯）の場合です。

※兄弟がいる場合は、園を同時に利用する
　子どもから順に1人目は10割、
　2人目は半額、3人目以降は0円です。

※太枠内に該当する場合は、
　2人目以降の子どもが無料です。　　　

■保育料の町独自施策について

　子どもを産み育てやすい子育て環境や、仕事と子育ての両立ができる保育環境の充実を目指し、負担軽減を行います。

◎その①　認可保育所等の保育料の負担軽減を実施します。

　○第1子の保育料を『半額』とします。　

　○第２子以降の保育料を保護者等の収入に関わらず『一律無料』とします。

　○出生順位は、保護者と生計を一とする子（小学生以上を含む）を年齢の高い順に数えます。

◎その②　認可外保育所の保育料の払戻し（施設等利用給付）の対象を拡充します。

　○対象世帯を課税世帯まで拡充します（現在は非課税世帯の限定）　※（注）保育の認定を受ける必要があります。

　○払戻しの上限額は、第1子21,000円/月、第2子以降42,000円/月です。

「令和７年９月分」から保育料の負担軽減を行います！ ０～２歳児　　　



　１．施設等利用給付を受ける事のできる施設と払い戻しされる保育料

　　　入所・利用は直接事業所にお申し込みください。認定・払い戻しの詳細は「２．給付手続きの流れ」をご確認ください。　

事業名 実施園 年齢 給付（払い戻し）限度額

幼稚園型一時預かり保育事業
・ひかり幼稚園・第２ひかり幼稚園
・愛光幼稚園・カトリック幼稚園
・計根別幼稚園

満３歳児 町民税非課税世帯のみ給付　450円×利用日数

３歳児以上 450円×利用日数

※病児保育等他事業と併用しての払い戻しは出来ません。　　　

　２．給付手続きの流れ

①保育の必要性の認定を受ける手続き
３歳未満児は町民税非課税世帯の方のみが対象です。
町民税が課税されている方（納付書が届いている方
や町民税が給与から天引きされている方）は、手続
きをしても非該当となります。　・　提出する書類

　　　
　　　利用する前（給付を受けたい利用料該当日の１ヶ月前）までに提出してください。
　　　□（様式第17-2号）施設等利用給付認定（変更）申請書
　　　□　保育の必要性の要件を証明する書類（就労証明書など）※保護者全員分

　
　・　提出場所　　役場子育て支援課（④窓口）

　・　保育の必要性の要件と証明する書類　　※保護者全員がいずれかに該当することが必要

保育の必要性の要件 証明する書類

就労している方
（月６０時間以上）

【自営の場合】就労証明書、自営の証明書類の写し（確定申告書、営業許可証、開業届等）
【自営以外の場合】就労証明書（就労内定の場合はその証明を受けてください）

出産前後の方
（出産前８週間・後８週間に限る）

　母子健康手帳の写し（氏名と出産予定日が記載されているページ）

保護者が病気の方 　保育をすることが困難な状態であることがわかる診断書

保護者が障害をお持ちの方 【障害による手帳等の交付を受けている方】
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
【障害による手帳等の交付を受けていない方】…診断書

保護者が同居親族等の看護・介護
している方

　申立書及び同居又は長期入院している親族など看護・介護が必要であることがわかる書類
（診断書、介護保険証の写し等）

保護者が学校に在学中の方 　在学証明書（入学予定の場合は合格通知等）

その他

　次の要件に該当する場合は、直接役場子育て支援課へご相談ください。
　・求職活動中の場合・虐待やDVの恐れがある場合
　・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であると認め
　　られる場合
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事業名 実施園 年齢/認定区分/給付（払い戻し）限度額

認可外保育園
　ﾆｭｰｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ保育園
　ひなたぼっこ
　ぽっぽ保育所　　　

●3歳未満児〔新3号〕　
　町民税非課税世帯のみ　月額42,000円まで払い戻し（※給食費は対象外）

〔令和7年9月から「町民税課税世帯」対象になります。〕
　・第1子：月額21,000円まで　　
　・第2子以降：月額42,000円まで払い戻し　
　　　　　　　　　　　
●3歳児以上〔新2号〕
　月額37,000円まで払い戻し　　（※給食費は対象外）

一時預かり事業
　こども園かぽの
計根別家庭的保育所

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業 　こども園かぽの

病児保育事業
にこにこ

（ﾆｭｰｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ保育園）

　　●認定こども園・幼稚園の入所児童で預かり保育を利用される方　〔新2号〕　　

②施設へ保育料（利用料）を支払う

　施設から請求された利用料を支払い、施設から領収証をもらってください。

　●認可外保育園と一般型一時預かり・病児保育等を利用される方　　

※２号認定及び３号認定を受けている方の払い戻しは出来ません。　　　



　　

　施設から、施設の１ヶ月毎の利用状況が書かれた「子ども・子育て支援提供証明書　兼　領収書」をもらってください。
　（一時預かり等の事業の場合は、利用日毎にもらってください。）

③施設から『提供証明書・領収書』をもらう

④利用料（保育料）の給付（払い戻し）の手続き

　中標津町では、年に５回支払日を設定します。請求は、利用した翌日から月単位で受け付けます。
　３ヶ月分や１年分などまとめて請求することも可能です（利用月の翌月から２年間請求可能）。
　認可外保育園、一時預かり事業、病児保育事業、ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業を組み合わせて利用している場合は、一緒に
　請求してください。実費として徴収されている費用（通園送迎費・食材料費・行事費など）は無償化の対象外です。

１　提出する書類
　□（様式第２３号）施設等利用費請求書
　　※保育の必要性の認定通知の際に同封します。施設や役場子育て支援課からも配付します。

　□特定子ども・子育て支援提供証明書　兼　領収書
　　※施設からもらってください。

２　提出場所　　　　　中標津町役場子育て支援課（④窓口）　

３　支払日について
　　支払日は、毎年２月・４月・５月・８月・１１月の末日（土・日・祝日にあたる場合は前日）です。
　　支払日の前月末日までに到着した書類を審査し、保護者が指定した口座へ給付費を支払います。

請求書受付期間 支払日

１１月１日から　　１月３１日まで 2月末日

　２月１日から　　３月３１日まで 4月末日

　４月１日から　　４月３０日まで 5月末日

　５月１日から　　７月３１日まで 8月末日

　８月１日から　１０月３１日まで 11月末日

認可保育園は、児童福祉施設として位置づけられている保育園で、日中共働きや介護等により家庭で子どもを保育することがで
きないなど、一定の条件を満たしていなければ入所できません。そのため、事前に所得や家庭の状況等の確認が必要になります。

町立中標津保育園　　　　東３条北３丁目　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎72-2376

定員：１００名
入園できる年齢：満６か月以上～小学校就学前
開園日：月曜日～土曜日
休園日：日曜日・祝日・年末年始・年度末

保育時間：標準時間　7：45～18：15
　　　　　短時間　　8：30～16：30
給　食：　有（自園調理）※３歳以上児は白飯持参

保育料：３歳以上児は無償。
　　　　３歳未満児は、世帯状況や市町村民税所得割　
　　　　課税額により町が決定します。
副食費：別途徴収。（３歳未満児は保育料に含む）
教材費：年齢により年額1,200～5,400円程度
その他：保険料・行事写真代など

　中標津泉保育園　　西１２条北９丁目１番地３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎73-3040

定員：１１０名
入園できる年齢：満１歳～小学校就学前
開園日：月曜日～土曜日
休園日：日曜日・祝日・年末年始・年度末

保育時間：標準時間　7：30～18：00
　　　　　短時間　　8：30～16：30
給　食：　有（自園調理）※３歳以上児は白飯持参

保育料：３歳以上児は無償。
　　　　３歳未満児は、世帯状況や市町村民税所得割　
　　　　課税額により町が決定します。
副食費：別途徴収。（３歳未満児は保育料に含む）　
教材費：年齢により年額1,000～4,000円程度
その他：保険料・行事写真代など
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　地域型保育事業は、地域における多様なニーズに対応するとともに待機児童解消のため、定員１９人以下の少人数の単位で０歳　
　から２歳の乳幼児を保有する事業で、町による認可事業として、児童福祉法に位置づけられています。
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　認定こども園は、幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
　幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育が行われ、教育時間終了後は、保育を必要とするお子さんの保育を
　行う保育園的な機能を備えています。保護者の就労状況等が変わっても継続して施設を利用することができます。

　　認定こども園　　　　　　　　　　　　　東３条北３丁目

　中標津愛光幼稚園　　　　　　　☎72-3160
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定員：１号認定　７５名　　２号認定　３５名
　　　
入園できる年齢：満３歳～小学校就学前
開園日：月曜日～金曜日
休園日：土・日・祝・お盆・年末年始・年度末
　　　　※１号認定のみ、夏・冬・春休み、
　　　　　行事の振替休業日
　　　　※夏・冬・春休みについては、預かり保育有
開園時間：
　　（１号）教育標準時間　　　９：００～１４：００
　　　　　＊早朝預かり保育　　７：４５～　８：３０
　　　　　＊預かり保育時間　１４：００～１７：３０
　　（２号）保育標準時間　　　７：４５～１８：００
　　　　　　保育短時間　　　　８：４５～１６：４５

給　食：有（２号認定のみ）
　　　　副食費4,500円/月（所得により免除措置あり）
　　　　主食費1,000円/月
保育料：無償　　　預かり保育【有料】
用品代：別途徴収

　　認定こども園　　　　　　　　　　東１条南３丁目１-６

　中標津カトリック幼稚園　　　　☎72-3120
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定員：１号認定　２７名　　２号認定　２８名
　　　
入園できる年齢：満３歳～小学校就学前
開園日：月曜日～金曜日
休園日：土・日・祝・開園記念日・年末年始
　　　　お盆・年度末
　　　　※１号認定のみ、夏・冬・春休み
　　　　※夏・冬・春休みについては、預かり保育有
開園時間：
　　（１号）教育標準時間　　　９：００～１４：００
　　　　　＊早朝預かり保育　　７：３０～　８：３０
　　　　　＊預かり保育時間　１４：００～１７：３０
　　（２号）保育標準時間　　　７：３０～１８：００
　　　　　　保育短時間　　　　８：３０～１６：３０

給　食：有（２号認定のみ）
　　　　副食費4,500円/月（所得により免除措置あり）
　　　　主食費1,000円/月
保育料：無償　　　預かり保育【有料】　　
用品代：別途徴収

　小規模保育施設　くるり　中標津　　　　　　　　　　　　　　西３条北４丁目４－７　☎090-1387-0182

定員：１２名　　　入園できる年齢：満６か月以上～２歳児　　
給　食：有（自園調理）
開園日：月曜日～土曜日　　　休園日：日・祝・お盆・年末年始
保育時間：標準時間　8：00～18：00（土曜日　8：00～14：00）　短時間　8：00～16：00　
保育料：世帯状況や市町村民税所得割課税額により町が決定します。

　こども園　かぽの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東２１条南７丁目６番地　　☎74-8016

定員：１９名　　　入園できる年齢：満６か月～満３歳未満児　　
給　食：有（自園調理）
開園日：月曜日～金曜日　　　休園日：土・日・祝・年末年始
保育時間：標準時間　8：00～18：15　　短時間　8：30～16：30　
保育料：世帯状況や市町村民税所得割課税額により町が決定します。

　中標津町立計根別家庭的保育所　　　　　　　　　計根別南２条東３丁目１番地（計根別こども館えみふる内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎78-2255
定員：５名　　　入園できる年齢：満６か月～２歳児　　
給　食：有（自園調理）
開園日：月曜日～金曜日　　　休園日：土・日・祝・年末年始
保育時間：9：00～17：00　
保育料：世帯状況や市町村民税所得割課税額により町が決定します。



　　認定こども園　　　　　　　　　　　　　　　　　　東１１条南７丁目　

　　　中標津ひかり幼稚園　　　　　　　　　　　　　　　　　☎72-3375

定員：１号認定　６０名　　２号認定　６０名
　　　
入園できる年齢：満３歳～小学校就学前
開園日：月曜日～土曜日
休園日：日・祝・年末年始・研修会・年度末
　　　　※１号認定のみ、土曜日、夏・冬・春休み、
　　　　　臨時休園日
　　　　※夏・冬・春休みについては、預かり保育有
開園時間：
　（１号）教育標準時間　　　８：３０～１４：００
　　　　＊早朝預かり保育　　７：３０～　８：３０
　　　　＊預かり保育時間　１４：００～１７：３０
　　　　＊延長預かり保育　１７：３０～１８：３０
　（２号）保育標準時間　　　７：３０～１８：３０
　　　　　保育短時間　　　　８：３０～１６：３０

給　食：有（２号認定のみ）
　　　　副食費4,500円/月（所得により免除措置あり）
　　　　主食費1,000円/月
保育料：無償　　預かり保育【有料】
用品代：別途徴収
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　　認定こども園　　　　　　　　　　　　　　　　　東１４条北６丁目
　中標津第２ひかり幼稚園　　　　　　　☎72-9243

定員：１号認定　３５名　　２号認定　４０名
　　　

入園できる年齢：満３歳～小学校就学前
開園日：月曜日～土曜日
休園日：日・祝・年末年始・研修会・年度末
　　　　※１号認定のみ、土曜日、行事の振替休業日、
　　　　　夏・冬・春休み、臨時休園日
　　　　※夏・冬・春休みについては、預かり保育有
開園時間：
　　（１号）教育標準時間　　　８：３０～１４：００
　　　　　＊早朝預かり保育　　７：３０～　８：３０
　　　　　＊預かり保育時間　１４：００～１７：３０
　　　　　＊延長預かり保育　１７：３０～１８：３０
　　（２号）保育標準時間　　　７：３０～１８：３０
　　　　　　保育短時間　　　　８：３０～１６：３０

給　食：有（２号認定のみ）
　　　　副食費4,500円/月（所得により免除措置あり）
　　　　主食費1,000円/月
保育料：無償　　預かり保育【有料】
用品代：別途徴収

中標津町には、公立幼稚園として計根別幼稚園があり、幼稚園型一時預かり事業（時間延長や長期休業日の預かり保育）や
未就園児童の教室も実施しています。１１月上旬より入所申し込みを直接計根別幼稚園で受け付けます。

　　中標津町立計根別幼稚園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計根別北２条西２丁目　☎78-2336
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定員：９５名（３学級）　　　　　
入園できる年齢：満３歳～小学校就学前　　　
開園日：月曜日～金曜日　　　　　
休園日：土・日・祝・開園記念日4/10、行事の振替休日、教育長が定める日、年度末
開園時間：教育標準時間　　　　　８：３０～１３：３０　
　　　　　＊早朝預かり保育　　　８：１０～　８：３０（条件あり）　
　　　　　＊預かり保育時間　　１３：３０～１６：３０（最大１７時までの延長あり）

給　食：有（4,100円程度/月）　保育料：無償　その他：別途徴収。

預かり保育：月曜日～金曜日　８：１０～８：３０（条件あり）　
　　　　　　　　　　　　　１３：３０～１６：３０（夏・冬休み、年度末休業期間も実施）
その他の保育：ひよこぐみ（就園前の幼児と親）６月～２月第１・３・５水曜日

　ニューグリーンハウス保育園　　西５条南２丁目　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎72-7707

定員：２５名　　
入園できる年齢：生後６０日～小学校就学前　　
給　食：有（自園調理）
開園日：月曜日～金曜日
休園日：土・日・祝・お盆・年末年始
※土曜日の保育については要相談
　（月決めの方に限り、第１・３土曜日）
保育時間：7：３０～1９：００　

保育料：31,500円～33,500円/月
　　　　保育時間により異なる
給食費：3,000円　日用品等雑費：500円　

その他保育：一時預かり保育（人数制限有）　
　　　　　　学童保育（条件あり）

　ひなたぼっこ　　　　　　　　　　　西５条北７丁目８-１　
　　　　　　　　　　　　　　☎090-6442-8897

定員：１５名　　　
入園できる年齢：月極保育　　生後２か月～２歳児
　　　　　　　　時間預かり　生後２か月～小学生　
給　食：有（自園調理）
　　　　土・休日利用は各持参又は、１食３５０円で提供
開園日：月曜日～土曜日
保育時間：7：４５～１８：１５（時間外保育あり）　

保育料：生後２か月～６か月のみ、58,000円/月
　　　　０歳児、55,000円/月
　　　　1歳～2歳児、50,000円/月
※入園児に諸経費5,000円　9月～3月は、暖房費用1,500円

その他保育：延長保育、休日預かり（別途料金・要相談）
　　　　　一時預かり保育
・利用日の3日前までに予約　
・問い合わせ時間　7：45～18：15


